
広島市障害者施策推進協議会の改選について 

 

１ 概要 

  広島市障害者施策推進協議会は、障害者計画の策定や障害者施策の総合的・計画的な推進につ

いて調査審議すること等を目的として、障害者基本法に基づき設置している。 

委員の任期は２年であり、現在の委員の任期が令和４年５月３１日までとなっているため、改選

を行うものである。 

 

２ 組織及び運営 

⑴ 組織 

委員３０人以内をもって組織する。 

⑵ 構成 

ア 関係行政機関の職員 

イ 学識経験を有する者 

ウ 障害者 

エ 障害者の福祉に関し経験を有する者 

⑶ 任期 

２年 

 

３ 委員候補（案） 

 

４ スケジュール（案） 

⑴ 委嘱期間 

令和４年６月１日～令和６年５月３１日 

⑵ 開催予定回数（平日夜間に開催予定） 

１０回（令和４年度３回、令和５年度５回、令和６年度２回） 

 

種  別 現行の人数 改選後の人数 備  考 

⑴関係行政機関委員 １人 １人 広島公共職業安定所に推薦依頼 

⑵学識経験者委員 ９人 ９人 大学教授、医師等に就任依頼 

⑶障害者又は障

害者の福祉に

関し経験を有

する者 

団体推薦委員 １２人 １２人 障害者団体等に推薦依頼 

公募委員 ２人 ２人 前回同様、委員の公募を実施 

計 ２３人 ２３人  
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